
庁内環境配慮行動計画の概要

１．計画の基本的事項

２．現状及び課題　　 本計画における温室効果ガスの排出量（数値目標を設定するもの）は，16年度実績で，約25,225ｔであり，基準年に対し約2,189t，8.0％の削減となっている。
　今後，一層の温室効果ガス抑制を推進するためには，全庁的な意識向上を図ることなどにより，職員の環境配慮行動の取組を徹底していく必要がある。

３．計画の目標および取組項目ごとの活動内容

４．計画の推進

　　行動計画の取組項目の目標達成に向け，実施状況を把握・点検するとともに，実施状況に基づいた改善指導を行う。

  (1)計画策定の趣旨      …「地球温暖化対策の推進に関する法律」（以下「法」という）により，地方公共団体の事務事業に関する温室効果ガス排出抑制のための実行計画の策定が義務づけられていること，及び現計画が平成17年度で
　　　　　　　　　　　　　　　　　終了することから，本市が引き続き，自らの事務事業における温室効果ガスの排出抑制に取り組むとともに，市域全体の環境保全に向けた行動の誘導・促進を図るため策定する。
　(2)計画の位置づけ      …法に基づき，地方公共団体が，自ら排出する温室効果ガス抑制のための実行計画であるとともに，宇都宮市環境基本計画の下位計画である。
　　　　　　　　　　　　　　　　　また，グリーン購入法に基づく環境物品等の調達の推進を図るための方針を含むものである。
　(3)計画の対象             …市の全ての機関（清掃，水道，下水道事業等を除く。また，委託施設を除く）
　(4)対象とする温室効果ガス　…６種類（１．二酸化炭素　２．メタン　３．一酸化二窒素　４．ハイドロフルオロカーボン　５．パーフルオロカーボン　６．六ふっ化硫黄）
　(5)計画の期間　　　　　 …平成１８年度の１年間，基準年度は平成１１年度とする。
　(6)取組の柱，取組の項目及び目標の設定　 …取組を６つの柱に分類し，取組項目毎に数値目標を設定するとともに，電気使用量や庁舎燃料使用量などから換算される温室効果ガスを積み上げ，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「温室効果ガスに関する目標」を設定する。

　①印刷，コピー時の両面使用
　②片面使用済みコピー用紙の裏面利用
　③印刷物，会議資料等の最小限の印刷及びミスコピーの防止
　④資料の誤りの手書き修正の徹底
　⑤事務連絡などの配布資料の係回覧等
　⑥庁内ＬＡＮや電子メール利用
　⑦無駄な水道利用の抑制
　⑧洗剤の適量使用
　⑨水道の水量設定

　①コピー用紙，フォーム用紙，ポスター等への再生紙の優先的利用
　②印刷物への古紙配合率の記載
　③エコマーク商品などの環境配慮型物品の優先的購入

　①環境保全に関する講演会等への出席
　②環境保全に関する講演会等の情報の提供

取組の柱（６項目） 活動内容（36項目）取組項目及び目標（10項目）

３用紙類の使用量の抑制　△2.0％以上　 ⇒　△23.3％以上

４水道使用量の抑制　　　増加させない　⇒　△4.8％以上

２　資源利用の効率化に関する取組

５廃棄物の排出量の抑制　増加させない　⇒　△22.6％以上

６廃棄物のリサイクルの徹底　29％以上　　⇒　　43.4％以上

３　廃棄物の発生抑制・リサイクル
　　に関する取組

９ｴｺﾏｰｸ・ｸﾞﾘｰﾝﾏｰｸや環境配慮型　60％以上　⇒　83.3％以上
　商品の購入

５　環境負荷の少ない製品・物品の
    選択に関する取組

10環境保全に関する研修会等の実施　 2回以上　⇒　2回以上
６　職員の環境保全意識の向上に
　　関する取組

　①昼休み及び始業前等の照明の消灯
　②電気機器の未使用時の電源オフ等
　③時間外勤務時の照明等の最小限使用
　④ノー残業デーの定時退庁
　⑤室内冷暖房温度の適正な設定
　⑥窓のブラインドやカーテンの使用
　⑦冷房及び暖房期間中の軽装や重ね着等の励行（新規）
　⑧エレベーターの最小限利用（新規）

　①駐・停車中のアイドリングストップの励行
　②急発進や急加速の禁止
　③空ぶかしの禁止
　④不要な荷物の積載の禁止
　⑤車内冷暖房温度の適正な設定
　⑥低公害型車両の積極的な利用
　⑦公用車の最小限利用

　　温室効果ガス排出の抑制

　　現計画目標　　　　　　　　　改定計画目標
　　△1.4％以上　　　　　⇒　 　△9.0％以上
     　（△402t）　　　　 　　　　　　　（△2,461t）
　

※温室効果ガス排出量
                   11年度実績          18年度目標
　   　　　 　　  27,415ｔ-CO2　　  24,954ｔ-CO2
(内訳）
二酸化炭素 　27,387ｔ-CO2　　  24,928ｔ-CO2
一酸化二窒素      16ｔ-CO2　　　　　  17ｔ-CO2
メタン　　　　　　     12ｔ-CO2　　　　      9ｔ-CO2

温室効果ガスに関する目標

※下線部は温室効果ガス算定の対象

・低公害車両の導入推進
７低公害型車両の導入推進     10.0％以上　⇒　10.6％以上

８ｶﾞｿﾘﾝ・軽油使用量の抑制　△13.0％以上　⇒　△15.3％以上

４　公用車における環境負荷の
　　低減に関する取組

１電気使用量の抑制　　　　△2.0％以上　⇒　△2.0％以上

２庁舎燃料等の使用量　　 △0.7％以上　⇒　△15.6％以上
　の抑制

１　庁舎等におけるエネルギー
　　使用量の削減に関する取組

取組項目 現計画の目標 改定計画の目標

（11年度　47,026ギガｃａｌ  →　18年度　39,670ギガｃａｌ）

（11年度　228.7ｔ　 →　18年度　175.5ｔ）

（11年度　3,371万2千ｋｗｈ　→　18年度　3,303万8千ｋｗｈ）

（11年度　142万9千㎥ 　→　18年度　136万1千㎥）

（11年度　1,268.1ｔ →　18年度　981.5ｔ）

（１１年度　16台／651台　→　１８年度　67台／634台）

（11年度　60万5千㍑ 　→　18年度　51万2千㍑）

（11年度　166品目／379品目　→　18年度　174品目／209品目）

（11年度　450.5ｔ/1,268.1ｔ 　→　18年度　426.4ｔ/981.5ｔ）

　①ごみの分別の徹底
　②職員個人用のごみ箱の削減
　③使い捨て商品の使用抑制
　④買い物におけるレジ袋利用の抑制
　⑤ビン，缶，ペットボトル等のリサイクル
　⑥使用済ファイル等の再利用
　⑦使用済封筒の再利用

※　改定計画の目標である，温室効果ガス削減量
　　２，４６１tとは，杉の木約１７万５千本が１年間に
　　吸収する二酸化炭素量に相当し（杉の木１本
　　は，１年間に平均して約14kgを吸収），
　　約２，４４０ｈａ（東京ドーム約５２０個分）の森林面
　　積が必要。
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